
-1-

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
（
平
成
六
年
六
月
二
十
一
日
条
約
第
六
号
）
（
抄
）

第
四
条

約
束

１

す
べ
て
の
締
約
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
に
有
し
て
い
る
が
差
異
の
あ
る
責
任
、
各
国
及
び
地
域
に
特
有
の
開
発
の
優
先
順
位
並
び
に
各
国

特
有
の
目
的
及
び
事
情
を
考
慮
し
て
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

締
約
国
会
議
が
合
意
す
る
比
較
可
能
な
方
法
を
用
い
、
温
室
効
果
ガ
ス
（
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
も
の

(a)
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
発
生
源
に
よ
る
人
為
的
な
排
出
及
び
吸
収
源
に
よ
る
除
去
に
関
す
る
自
国
の
目
録
を
作
成
し
、
定
期
的
に
更
新

し
、
公
表
し
及
び
第
十
二
条
の
規
定
に
従
っ
て
締
約
国
会
議
に
提
供
す
る
こ
と
。

〜

（
略
）

(b)

(j)

２
〜

（
略
）

10

○
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
の
京
都
議
定
書
（
抄
）

第
三
条

１

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
に
よ
り
排
出
さ
れ
る
附
属
書
Ａ
に
掲
げ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
全
体
の
量
を

二
千
八
年
か
ら
二
千
十
二
年
ま
で
の
約
束
期
間
中
に
千
九
百
九
十
年
の
水
準
よ
り
少
な
く
と
も
五
パ
ー
セ
ン
ト
削
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
個
別
に
又
は
共
同
し
て
、
当
該
温
室
効
果
ガ
ス
の
二
酸
化
炭
素
に
換
算
し
た
人
為
的
な
排
出
量
の
合
計
が
、
附
属
書
Ｂ
に
記
載
す
る
排

出
の
抑
制
及
び
削
減
に
関
す
る
数
量
化
さ
れ
た
約
束
に
従
っ
て
並
び
に
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
算
定
さ
れ
る
割
当
量
を
超
え
な
い
こ
と
を

確
保
す
る
。
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２

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
二
千
五
年
ま
で
に
、
こ
の
議
定
書
に
基
づ
く
約
束
の
達
成
に
つ
い
て
明
ら
か
な
前
進
を
示
す
。

３

土
地
利
用
の
変
化
及
び
林
業
に
直
接
関
係
す
る
人
の
活
動
（
千
九
百
九
十
年
以
降
の
新
規
植
林
、
再
植
林
及
び
森
林
を
減
少
さ
せ
る
こ
と

に
限
る
。
）
に
起
因
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生
源
に
よ
る
排
出
量
及
び
吸
収
源
に
よ
る
除
去
量
の
純
変
化
（
各
約
束
期
間
に
お
け
る
炭
素

蓄
積
の
検
証
可
能
な
変
化
量
と
し
て
計
測
さ
れ
る
も
の
）
は
、
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
が
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る

た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
関
連
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生
源
に
よ
る
排
出
及
び
吸
収
源
に
よ
る
除
去
に
つ
い
て
は
、
透
明

性
の
あ
る
か
つ
検
証
可
能
な
方
法
に
よ
り
報
告
し
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
従
っ
て
検
討
す
る
。

４

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
の
第
一
回
会
合
に
先
立
ち
、
科

学
上
及
び
技
術
上
の
助
言
に
関
す
る
補
助
機
関
に
よ
る
検
討
の
た
め
、
千
九
百
九
十
年
に
お
け
る
炭
素
蓄
積
の
水
準
を
設
定
し
及
び
そ
の
後

の
年
に
お
け
る
炭
素
蓄
積
の
変
化
量
に
関
す
る
推
計
を
可
能
と
す
る
た
め
の
資
料
を
提
供
す
る
。
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の

役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
第
一
回
会
合
に
お
い
て
又
は
そ
の
後
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
不
確
実
性
、
報
告
の
透
明
性
、
検
証
可
能

性
、
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
に
よ
る
方
法
論
に
関
す
る
作
業
、
第
五
条
の
規
定
に
従
い
科
学
上
及
び
技
術
上
の
助
言
に
関
す
る

補
助
機
関
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
助
言
並
び
に
締
約
国
会
議
の
決
定
を
考
慮
に
入
れ
て
、
農
用
地
の
土
壌
並
び
に
土
地
利
用
の
変
化
及
び
林
業

の
区
分
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生
源
に
よ
る
排
出
量
及
び
吸
収
源
に
よ
る
除
去
量
の
変
化
に
関
連
す
る
追
加
的
な
人
の
活
動
の
い
ず

れ
に
基
づ
き
、
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
の
割
当
量
を
ど
の
よ
う
に
増
加
さ
せ
又
は
減
ず
る
か
に
つ
い
て
の
方
法
、
規
則
及
び
指
針
を
決

定
す
る
。
こ
の
決
定
は
、
二
回
目
及
び
そ
の
後
の
約
束
期
間
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
締
約
国
は
、
当
該
決
定
の
対
象
と
な
る
追
加
的
な
人
の

活
動
が
千
九
百
九
十
年
以
降
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
決
定
を
一
回
目
の
約
束
期
間
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
を
選
択
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
の
う
ち
市
場
経
済
へ
の
移
行
の
過
程
に
あ
る
国
で
あ
っ
て
、
当
該
国
の
基
準
と
な
る
年
又
は
期
間
が
締
約
国

会
議
の
第
二
回
会
合
の
決
定
第
九
号
（
第
二
回
会
合
）
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
の
履
行
の
た

め
に
当
該
基
準
と
な
る
年
又
は
期
間
を
用
い
る
。
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
の
う
ち
市
場
経
済
へ
の
移
行
の
過
程
に
あ
る
他
の
締
約
国
で

あ
っ
て
、
条
約
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
一
回
目
の
自
国
の
情
報
を
送
付
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
も
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と

し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
に
対
し
て
、
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
の
履
行
の
た
め
に
千
九
百
九
十
年
以
外
の
過
去
の
基
準
と
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な
る
年
又
は
期
間
を
用
い
る
意
図
を
有
す
る
旨
を
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締

約
国
会
議
は
、
当
該
通
告
の
受
諾
に
つ
い
て
決
定
す
る
。

６

こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
条
約
第
四
条
６
の
規
定
を
考
慮
し
て
、
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る

締
約
国
の
う
ち
市
場
経
済
へ
の
移
行
の
過
程
に
あ
る
国
に
よ
る
こ
の
議
定
書
に
基
づ
く
約
束
（
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
を
除
く
。
）

の
履
行
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
弾
力
的
適
用
を
認
め
る
。

７

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
の
割
当
量
は
、
排
出
の
抑
制
及
び
削
減
に
関
す
る
数
量
化
さ
れ
た
約
束
に
係
る
一
回
目
の
期
間
（
二
千
八
年

か
ら
二
千
十
二
年
ま
で
）
に
お
い
て
は
、
千
九
百
九
十
年
又
は
５
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
基
準
と
な
る
年
若
し
く
は
期
間
に
お
け
る

附
属
書
Ａ
に
掲
げ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
二
酸
化
炭
素
に
換
算
し
た
人
為
的
な
排
出
量
の
合
計
に
附
属
書
Ｂ
に
記
載
す
る
百
分
率
を
乗
じ
た
も

の
に
五
を
乗
じ
て
得
た
値
に
等
し
い
も
の
と
す
る
。
土
地
利
用
の
変
化
及
び
林
業
が
千
九
百
九
十
年
に
お
い
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
純

発
生
源
を
成
す
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
自
国
の
割
当
量
を
算
定
す
る
た
め
、
千
九
百
九
十
年
又
は
基
準
と
な
る
年
若
し
く
は
期
間

に
お
け
る
排
出
量
に
、
土
地
利
用
の
変
化
に
起
因
す
る
千
九
百
九
十
年
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
に
換
算
し
た
発
生
源
に
よ
る
人
為
的
な
排
出

量
の
合
計
で
あ
っ
て
吸
収
源
に
よ
る
除
去
量
を
減
じ
た
も
の
を
含
め
る
。

８

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
７
に
規
定
す
る
算
定
の
た
め
、
ハ
イ
ド
ロ
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
、
パ
ー
フ
ル
オ
ロ
カ
ー
ボ
ン
及
び
六
ふ

っ
化
硫
黄
に
つ
い
て
基
準
と
な
る
年
と
し
て
千
九
百
九
十
五
年
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
の
そ
の
後
の
期
間
に
係
る
約
束
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
一
条
７
の
規
定
に
従
っ
て
採
択
さ
れ
る
附
属
書
Ｂ
の

改
正
に
お
い
て
決
定
す
る
。
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
１
に
定
め
る
一
回
目
の
約
束
期
間

が
満
了
す
る
少
な
く
と
も
七
年
前
に
当
該
約
束
の
検
討
を
開
始
す
る
。

第
六
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
一
の
締
約
国
が
他
の
締
約
国
か
ら
取
得
す
る
排
出
削
減
単
位
又
は
割
当
量
の
一
部
は
、
取
得

10
す
る
締
約
国
の
割
当
量
に
加
え
る
。

第
六
条
又
は
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
一
の
締
約
国
が
他
の
締
約
国
に
移
転
す
る
排
出
削
減
単
位
又
は
割
当
量
の
一
部
は
、
移
転
す

11
る
締
約
国
の
割
当
量
か
ら
減
ず
る
。

第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
一
の
締
約
国
が
他
の
締
約
国
か
ら
取
得
す
る
認
証
さ
れ
た
排
出
削
減
量
は
、
取
得
す
る
締
約
国
の
割
当
量

12
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に
加
え
る
。

一
の
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
の
約
束
期
間
に
お
け
る
排
出
量
が
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
割
当
量
よ
り
少
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
量

13
の
差
は
、
当
該
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
の
要
請
に
よ
り
、
そ
の
後
の
約
束
期
間
に
お
け
る
当
該
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
の
割
当
量

に
加
え
る
。

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
開
発
途
上
締
約
国
（
特
に
条
約
第
四
条
８
及
び
９
に
規
定
す
る
国
）
に
対
す
る
社
会
上
、
環
境
上
及
び

14
経
済
上
の
悪
影
響
を
最
小
限
に
す
る
よ
う
な
方
法
で
、
１
に
規
定
す
る
約
束
を
履
行
す
る
よ
う
努
力
す
る
。
条
約
第
四
条
８
及
び
９
の
規
定

の
実
施
に
関
す
る
締
約
国
会
議
の
関
連
す
る
決
定
に
従
い
、
こ
の
議
定
書
の
締
約
国
の
会
合
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
締
約
国
会
議
は
、
第

一
回
会
合
に
お
い
て
、
条
約
第
四
条
８
及
び
９
に
規
定
す
る
締
約
国
に
対
す
る
気
候
変
動
の
悪
影
響
又
は
対
応
措
置
の
実
施
に
よ
る
影
響
を

最
小
限
に
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
検
討
す
べ
き
問
題
に
は
、
資
金
供
与
、
保
険
及
び
技
術
移
転
の
実
施
を
含
め

る
。

第
六
条

１

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
た
め
、
次
の
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
経
済
の
い
ず
れ
か
の

部
門
に
お
い
て
温
室
効
果
ガ
ス
の
発
生
源
に
よ
る
人
為
的
な
排
出
を
削
減
し
又
は
吸
収
源
に
よ
る
人
為
的
な
除
去
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
事
業
か
ら
生
ず
る
排
出
削
減
単
位
を
他
の
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
に
移
転
し
又
は
他
の
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
か
ら
取
得

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
事
業
が
関
係
締
約
国
の
承
認
を
得
て
い
る
こ
と
。

(a)

当
該
事
業
が
発
生
源
に
よ
る
排
出
の
削
減
又
は
吸
収
源
に
よ
る
除
去
の
強
化
を
も
た
ら
す
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
の
削
減
又
は
強
化
が
当

(b)
該
事
業
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
生
ず
る
も
の
に
対
し
て
追
加
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

当
該
附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
が
前
条
及
び
次
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
を
遵
守
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
排
出
削
減
単
位
を
取
得

(c)
し
な
い
こ
と
。

排
出
削
減
単
位
の
取
得
が
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
た
め
の
国
内
の
行
動
に
対
し
て
補
足
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(d)
２
〜
４

（
略
）
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第
七
条

１

附
属
書
Ⅰ
に
掲
げ
る
締
約
国
は
、
締
約
国
会
議
の
関
連
す
る
決
定
に
従
っ
て
提
出
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
（
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
発
生
源
に
よ
る
人
為
的
な
排
出
及
び
吸
収
源
に
よ
る
除
去
に
関
す
る
自
国
の
年
次
目
録
に
、
第

三
条
の
規
定
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
補
足
的
な
情
報
で
あ
っ
て
４
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
を
含
め
る
。

２
〜
４

（
略
）

第
十
二
条

１

低
排
出
型
の
開
発
の
制
度
に
つ
い
て
こ
こ
に
定
め
る
。

２
〜

（
略
）

10

第
十
七
条

締
約
国
会
議
は
、
排
出
量
取
引
（
特
に
そ
の
検
証
、
報
告
及
び
責
任
）
に
関
す
る
原
則
、
方
法
、
規
則
及
び
指
針
を
定
め
る
。
附
属
書
Ｂ
に

掲
げ
る
締
約
国
は
、
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
約
束
を
履
行
す
る
た
め
、
排
出
量
取
引
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
排
出
量
取
引
は
、
同
条

の
規
定
に
基
づ
く
排
出
の
抑
制
及
び
削
減
に
関
す
る
数
量
化
さ
れ
た
約
束
を
履
行
す
る
た
め
の
国
内
の
行
動
に
対
し
て
補
足
的
な
も
の
と
す
る
。

○
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
一
月
十
六
日
法
律
第
五
号
）
（
抄
）

第
三
条

各
大
臣
は
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
主
任
の
大
臣
と
し
て
、
行
政
事
務
を
分
担
管
理
す
る
。

②

前
項
の
規
定
は
、
行
政
事
務
を
分
担
管
理
し
な
い
大
臣
の
存
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
三
月
二
十
五
日
法
律
第
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）
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２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
」
と
は
、
特
定
非
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

社
員
の
資
格
の
得
喪
に
関
し
て
、
不
当
な
条
件
を
付
さ
な
い
こ
と
。

ロ

役
員
の
う
ち
報
酬
を
受
け
る
者
の
数
が
、
役
員
総
数
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

そ
の
行
う
活
動
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と
。

イ

宗
教
の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ロ

政
治
上
の
主
義
を
推
進
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

ハ

特
定
の
公
職
（
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
公
職
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
候
補
者
（
当

該
候
補
者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
を
含
む
。
）
若
し
く
は
公
職
に
あ
る
者
又
は
政
党
を
推
薦
し
、
支
持
し
、
又
は
こ
れ
ら
に
反
対
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

○
森
林
・
林
業
基
本
法
（
昭
和
三
十
九
年
七
月
九
日
法
律
第
百
六
十
一
号
）
（
抄
）

第
十
一
条

政
府
は
、
森
林
及
び
林
業
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
森
林
・
林
業
基
本
計
画
（
以
下
「
基
本

計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
８

（
略
）


